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2 委託料 15,816

老人保護措置費（現状）

　七井老人ホーム2名　@245,000×12月×2名＝5,880,000円

　千寿荘1名　　　　　　 @174,000×12月＝2,088,000円

　聖園ヨゼフ老人ホーム1名　@205,000×12月＝2,460,000円

　福寿荘1名　　　　　 　@159,000×12月＝1,908,000円

　アオーラ1名　　　　 　@160,000×12月＝1,920,000円

　あずさの里1名　　　　@130,000×12月＝1,560,000円

会計 - 款 - 項 - 目 - 事業

001-03-01-03-000301010

担　当 高齢者・介護係

何をどのような方法で実施します（実施しました）か？

事務事業名 老人施設入所措置費

予算科目

コード

事業の分類 既存事業

係　長 吉葉　恵子

担当部課 住民生活部健康福祉課

どのような成果が現れます（現れました）か？

計

画

H23

事後

評価

　概ね65歳以上の高齢者で、身体上、精神上、環境上、経済的等の

理由により、居宅での生活が困難な方を、養護老人ホームに入所措

置をしました。措置費用（入所費用）は町が支出し、入所者等からそ

の所得段階に応じて負担金を徴収しました。

　入所措置（継続の場合も同様）にあたっては、入所判定委員会に諮

り、措置の妥当性を決定しています。

　保護者からの虐待や放置、身寄りもなく劣悪な環境での生活を続けている等、

生命の危機にさらされている高齢者を養護老人ホームに入所措置することで、

安心した穏やかな生活が送れるようになります。

H25

事前

評価

　入所措置が必要と判断される高齢者を、入所判定委員会の決定を

受けて養護老人ホームに入所の措置を行います。

実

績

指　標 目　標　値 達　成　値 特　記　事　項

金　額 積　算　根　拠 細　節

養護老人ホーム入所措置者数

7名

平成23年度実績数

金　額 特　記　事　項細　節

報償金 112

入所判定委員報償　医師報償　　@17,700×3回＝53,100円

　　　　　　　　　　　　施設長報償@9,700×3回×2名＝58,200円

実　績　　　　　　　【千円】

予

　

算

当初予算額

補正予算額

15,928 0

特　記　事　項

流用額

15,928

計　画　　　　　【千円】

決　算

予算現額

計 2,133

県支出金

その他の特定財源

決算額

財

　

源

国庫支出金

地方債

差引（一般財源） 13,795

受益者負担金 2,133 入所者5名分　168,800円×12月　　扶養義務者1名分　9,000円×12月


